
 

 

 

 

工場認可申請の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境清掃部 環境保全課 

 

 



 

ま え が き 

 

今 日 の様 々な公 害 現 象 を防 止 し、住 民 の健 康 かつ快 適 な生 活 を守 るためには、行

政 ･事 業 者 ・住 民 がそれぞれの責 任 を果 たさなければなりません。 

この手 引 きは、特 に事 業 者 に対 し、守 るべき責 任 を理 解 していただくために作 成 しま

した。 

都 民 の健 康 と安 全 を確 保 する環 境 に関 する条 例 で「公 害 」とは、環 境 保 全 上 の支

障 のうち、事 業 活 動 その他 の人 の活 動 に基 づく生 活 環 境 の侵 害 であって、大 気 の汚

染 、水 質 の汚 濁 、土 壌 の汚 染 、騒 音 、振 動 、地 盤 の沈 下 、悪 臭 等 によって、人 の生

命 もしくは健 康 が損 なわれ、または人 の快 適 な生 活 が阻 害 されることをいうと定 義 して

います。 

 

◎ 事 業 者 の責 務 とは 

１． 事 業 者 は、その事 業 活 動 に伴 って生 ずる環 境 への負 荷 の低 減 及 び公 害 の防 止

のために必 要 な措 置 を講 ずるとともに、知 事 その他 の行 政 機 関 が行 う公 害 の防 止

に関 する施 策 に協 力 しなければならない。 

２． 事 業 者 は、環 境 への負 荷 の低 減 及 び公 害 の防 止 のために従 業 者 の訓 練 体 制 そ

の他 必 要 な管 理 体 制 の整 備 に努 めるとともに、その管 理 に係 る公 害 の発 生 源 、発

生 原 因 及 び発 生 状 況 を常 時 監 視 しなければならない。 



都民の健康と安全を確保する環境に関する条例による規制 

工  場 

条例でいう工場とは、別表 1 に掲げるもので、社会通念上「工場」と認められるものをいいます。 

 

（1） 設置･変更認可と認定 

工場を新設しようとするとき、あるいは、すでに設置されている工場の業種・作業・建物・施設及び公

害防止方法を変更するときは、事前に工場設置（変更）認可申請書を提出し「認可」を受けなければな

りません。 

工場が認可されましたら、下図のような表示板を公衆の見やすいところに掲出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場が完成後１５日以内に「工事完成届」を提出し、認定検査を受けてください。認定されないと操

業できません（変更認可の場合は変更部分のみ）。 

 

また、認可申請時には下記の手数料をお支払いいただきます（条例第８３条）。 

 
 

〇工場認可の流れ 
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（2） 規制基準 

工場は、条例に定める規制基準（規制基準の定めていないものについては、人の健康又は生活環

境に障害を及ぼす恐れのない程度）を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭を

発生させてはいけません。 

規制基準を守ることは、工場を適法に操業するための条件であって工場がこれに適合しない場合は、

改善命令等により是正させられることがあります。また、認可の可否を判断する基準でもあります。 

 

（3） 位置の制限 

学校又は病院の敷地の周囲 100 メートルの区域内に設置してはならない工場が定められています。

別表 4 に掲げる工場がこれに該当します。 

 

（4） 工場設置（変更）認可申請に必要な書類（正・副２部提出） 

○ 工場設置（変更）認可申請書及び別紙１～７（別紙は該当する施設がある場合のみ） 

○ 機械その他の設備に関する資料（設置する機械のカタログ・仕様書など） 

○ 騒音又は振動発生施設の構造等に関する資料 

○ 案内図及び 100m 付近図（住宅地図可） 

○ 敷地図（道路部分含む） 

○ 平面図及び配置図 

○ 立面図及び断面図 

※追加書類の提出を求めることがあります。 

 

（5） その他の届出（正・副２部提出） 

○ 氏名等変更届書 

1. 事業主の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

2. 工場の名称 

上記の事項を変更したときは、変更した日から30日以内に「工場氏名等変更届出書」を提出してく

ださい。 

 

○ 廃止届書 

工場を廃止したときは、廃止した日から 30 日以内に「工場廃止届出書」を提出してください。なお、

工場廃止の際、土壌汚染の調査及び対策が必要な場合があります。事前に、環境保全課調査係

（03-3647-6148）にご相談ください。 

 

○ 承継届書 

工場を譲り受け、借り受け、相続、合併等により、その地位を継承したときは、継承した日から 30

日以内に「工場承継届出書」を提出してください。添付書類として承継の事実が確認できる書類（登

記簿の写しなど）が必要です。 

 

○ 事故届等書 

工場が事故により公害を発生し、近隣に被害をおよぼしたときは、ただちに応急措置を講ずるとと

もに、「工場事故届出書」により被害状況等を報告し、事故の日より 30 日以内に、当該事態の再発

防止のための措置に関する計画を提出してください。また、措置完了後に「事故再発防止措置完了

届出書」を提出してください。 

 

※申請書・届出書の用紙は江東区役所環境保全課指導係（防災センター6 階 7 番窓口）で交付してい

ます。また、区 HP（【環境保全】→【工場・指定作業場等】→【工場】）からダウンロード可能です。 



別表 1 工場 

１． 定格出力の合計が 2.2 キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う

工場（レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において 1 年以上行うものに限

る。） 

 

２． 定格出力の合計が 0.75 キロワット以上 2.2 キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工

又は作業で次に掲げるものを常時行う工場 

（1） 裁縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆又は製袋 

（2） 印刷又は製本 

（3） 印刷用平版の研磨
ま

又は活字の鋳造 

（4） 金属の打抜き、型絞り又は切断（機械鋸
のこ

を使用するものを除く。） 

（5） 金属やすり、針、釘
く ぎ

、鋲
びょう

又は鋼球の製造 

（6） ねん線若しくは金網の製造又は直線機を使用する金属線の加工 

（7） 金属箔
は く

又は金属粉の製造 

（8） つき機、がら機、粉砕機又は糖衣機を使用する物品の製造又は加工 

（9） 木材、石材若しくは合成樹脂の引割り又は木材のかんな削り若しくは細断 

（10） 動物質骨材（貝がらを含む。）、木材（コルクを含む。）又は合成樹脂（エボナイト及びセルロイド

を含む。）の研磨
ま

 

（11） ガラスの研磨
ま

又は砂吹き 

（12） レディミクストコンクリートその他のセメント製品の製造（レディミクストコンクリートの製造につい

ては、同一の工場において 1 年以上行うものに限る。） 

（13） 魚肉又は食肉練製品の製造又は加工 

（14） 液体燃料用のバーナーの容量が 1 時間当たり 20 リットル以上又は火格
ご う

子面積が 0.5 平方メー

トル以上の炉を使用する食品の製造又は加工 

 

３． 次に掲げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場 

（1） 金属線材（管を含む。）の引抜き 

（2） 電気又はガスを用いる金属の溶接又は切断 

（3） 厚さ 0.5 ミリメートル以上の金属材つち打ち加工又は電動若しくは空気動工具を使用する金属

の研磨
ま

、切削若しくは鋲
びょう

打ち 

（4） ショットブラスト又はサンドブラストによる金属の表面処理 

（5） 塗料、染料又は絵具の吹付け 

（6） 乾燥油又は溶剤を用いる擬革紙布、防水紙布又は絶縁紙布の製造 

（7） 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工 

（8） ドライクリーニング 

（9） テレピン油又は樹脂を原料とする物品の製造 

（10） 石炭、亜炭、アスファルト、木材若しくは樹脂の乾りゅう又はタールの蒸りゅう若しくは精製 

（11） たん白質の加水分解 

（12） 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造 

（13） 石綿、岩綿、鉱さい綿、ガラス綿、石こう、うわ薬、かわら、れんが、土器類、陶磁器、人造砥
と

石

又はるつぼの製造 



（14） 電気分解又は電池の製造 

（15） 床面積の合計が 50 平方メートル以上の作業場で行われるテレビジョン、電気蓄音器、警報器

その他これらに類する音響機器の組立て、試験又は調整 

（16） ガス機関、石油機関その他これらに類する機関の試験又は調整 

（17） 発電の作業 

（18） 金属の溶融又は精錬（貴金属の精錬又は活字の鋳造を除く。） 

（19） 金属の鍛造、圧延又は熱処理 

（20） 溶剤を用いる塗料の加熱乾燥 

（21） 塗料、顔料若しくは合成染料又はこれらの中間物の製造 

（22） 印刷用インク又は絵具の製造 

（23） アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゅう産物又はその残りかすを原材料とする物

品の製造 

（24） 電気用カーボンの製造 

（25） 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 

（26） 動物質臓器又は排せつ物を原料とする物品の製造 

（27） 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造 

（28） 肥料の製造 

（29） ガラスの製造又は腐しょく若しくは加熱加工 

（30） ほうろう鉄器又はほうろう薬の製造 

（31） セメント、生石灰、消石灰又はカーバイトの製造 

（32） 硝酸塩類、過酸化カリウム又は過酸化ナトリウムの製造又は精製 

（33） ヨウ素、いおう、塩化いおう、塩化ホスホリル、りん酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アン

モニア水、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、さらし粉、次硝酸ビスマス、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩

類、バリウム化合物、銅化合物、スルホンメタン、グリセリン、スルホン酸アンモニウム、酢酸、

安息香酸又はタンニン酸の製造又は精製 

（34） 有機薬品の合成 

（35） 火床面積が 0.5 平方メートル以上又は焼却能力が 1 時間当たり 50 キログラム以上の焼却炉を

使用する廃棄物の焼却 

（36） 油缶その他の空き缶の再生 

（37） 金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は被膜加工 

（38） 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造 

（39） 羽若しくは毛の洗浄、染色若しくは漂白、繊維の染色若しくは漂白又は皮革の染色 

（40） 紙又はパルプの製造 

（41） 写真の現像 

（42） 有害ガスを排出する物の製造又は加工 

（43） 有害物質を排出する物の製造又は加工 



別表 2 騒音の規制基準 

区域の区分 
時間の区分 

敷地と隣地の境

界における音量 
（デシベルＡ） 

種別 該当地域 

第1種区域 

1. 第1・2種低層住居専用地域 

2. 田園住居地域 
3. ＡＡ地域（環境基本法(平成5 年法律第91 号)に基づき定められた

騒音に係る環境基準に規定する地域の類型ＡＡの該当地域として

指定された地域） 
4. 前2号の地域に接する地先及び水面 

午前6時 ～午前8時 40 

午前8時 ～午後7時 45 

午後7時 ～午後11時 40 

午後11時～翌日午前6時 40 

第2種区域 

1. 第1.・2種中高層住居専用地域 
（第1種区域に該当する区域を除く。） 
2. 第1・2種住居地域 
3. 準住居地域 
4. 無指定地域（第1、3、4種区域を除く） 
5. 第1特別地域（商業、近隣商業、準工業、工業、工業専用地域のう

ち第1種区域に接する30メートル以内の地域） 

午前6時 ～午前8時 45 

午前8時 ～午後7時 50 

午後7時 ～午後11時 45 

午後11時～翌日午前6時 45 

第3種区域 

1. 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域（第1特別地域に該当する

地域を除く。） 
2. 第2特別地域（工業、工業専用地域のうち第2種区域に接する30

メートル以内の地域） 
3. 前2号の地域に接する地先及び水面 

午前6時 ～午前8時 55 

午前8時 ～午後8時 60 

午後8時 ～午後11時 55 

午後11時～翌日午前6時 50 

第4種区域 

1. 工業地域（第1特別地域及び第2特別地域に該当する地域を除く。） 
2. 第3特別地域（工業専用地域のうち第3種区域に接する30メート

ル以内の地域） 
3. 前2号の地域に接する地先及び水面 

午前6時 ～午前8時 60 

午前8時 ～午後8時 70 

午後8時 ～午後11時 60 

午後11時～翌日午前6時 55 

ただし、第2・3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所(有床)、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼

保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内（第1・2・3特別地域を除く。）における規制基準は当該値から5デ
シベル（Ａ）を減じた値とする。 
 
別表 3 振動の規制基準 

区域の区分 
時間の区分 

敷地と隣地の境

界における音量 
（デシベルＡ） 

種別 該当地域 

第1種区域 

1. 第1・2種低層住居専用地域 
2. 第1・2種中高層住居専用地域 
3. 第1・2種住居地域 
4. 準住居地域 
5. 無指定地域（第2種区域に該当する区域を除く。） 

午前8時 ～午後7時 60 

午後7時 ～翌日午前8時 55 

第2種区域 

1. 近隣商業地域 
2. 商業地域 
3. 準工業地域 
4. 工業地域 
5. 前各号の地域に接する地先及び水面 

午前8時 ～午後8時 65 

午後8時 ～翌日午前8時 60 

ただし、学校、保育所、病院、診療所(有床)、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メ
ートルの区域内における規制基準は当該値から5デシベルを減じた値とする。 
 



別表 4 位置の制限を受ける工場 
工場の種類 該当する工場事例 

1 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の

用に供する焙燃炉、燃焼炉若しくは煆焼炉

で、原料の処理能力が1施設1時間当たり1t

以上のものを有する工場 

ガラス製造工場 

鉄骨工場 

 

 

2 金属の精錬又は鋳造の用に供する溶解炉で

羽口面断面積が0.5㎡以上のもの又は液体

燃料用のバーナーの燃焼能力が1時間当た

り50ℓ以上のものを有する工場 

鉄骨工場 

3 製鋼、合金鉄又は非鉄金属の製造の用に供

する電気炉で変圧器の定格容量が1,000KVA

以上のものを有する工場 

 

4 動物質臓器を原料とする物品の製造を行う

工場 

 

5 動物質廃棄物の焼却作業を行う工場 清掃工場 

6 レディミクストコンクリート又はアスファルトコン

クリートの製造を行う工場 

生コン工場 

7 金属の厚板又は形鋼の工作で原動機を使用

するはつり作業、鋲打ち作業又は孔埋め作

業を伴うものを行う工場 

 

8 金属の鍛造で重量が0.5t以上の落下錘を使

用するものを行う工場 

 

9 無機化学工業品若しくは有機化学工業品の

製造若しくは精製又はこれらの工業品を用い

る製造、加工若しくは作業を行う工場でアン

モニア、塩化水素、塩素、窒素酸化物、二酸

化硫黄、硫酸（三酸化いおうを含む。）、硫化

水素、弗素（ふっそ）化合物、臭素化合物、シ

アン化水素、塩化スルホン酸、クロム化合

物、ホルムアルデヒド、アクロレイン、ホスゲ

ン、ベンゼン、トルエン、アセトン、メタノール、

トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレ

ンを発生させるもの 

塗装工場 

ドライクリーニング工場 

印刷工場 

めっき工場 



第7号様式(第30条関係) その１ 

  

工場 
設置

変更 認可申請書 
 

                                                                  年    月    日  

    江 東 区 長 殿 

住所  

氏名                                                
（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 
第81条第１項

第82条第１項  の規定により認可を受けたいの 

で、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

 既 認 可 番 号 等         認可番号・年月日   第    号            年   月   日  

  変 更 事 由           １ 業種   ２ 作業   ３ 建物   ４ 施設  

 工 場 の 名 称          東京印刷株式会社 亀戸工場  

 工 場 の 所 在 地          江東区亀戸一丁目２番３号 (電話)０３－１２３４－５６７８  

 地 域 等                用 途 地 域         水     域  

   準工業地域  公共下水道域  

 業 種 ①         ① ②  

 作 業 の 種 類 ②          出版・印刷・同関連作業  印刷（オフセット・製版）  

 主 要 生 産 品 目          パンフレット  

 資 本 金                           円 作 業 時 間           ８時００分から  

     １８時００分まで(９時間)  

 
自動車の出入口が 

接する道路の幅員 

           ｍ １００メートル以 有  △位置:別紙（  ）  

  内の学校・病院等           のとおり  

  の所在位置 無  

 工 事 着 工 予 定          平成２７年１２月 １日 工 事 完 成 予 定            平成２８年１２月２８日  

 従 業 員 数                             ５人 常 用 雇 用 者 数                               ５人  

 公害防止担当部課 担当部課  

  責任者氏名 工場長 江東 二郎  

 連 絡 先         所   属 東京印刷株式会社  

  氏  名  代表取締役社長 江東 一郎  

 電話番号 ０３－１２３４－５６７８  

 (ﾌｧｸｼﾐﾘ番号０３－１２３４－８７６５  電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ koto＠koto.lg.jp）  

 ※受 付 欄         ※手 数 料          

      

 備考 １ ※印の欄には記入しないこと。 

    ２ 「既認可番号等」の欄は、変更認可申請時のみ記入すること。 

    ３ △印の欄には、申請書に添付する各別紙に一連番号を付けた上、該当する別紙の番号を記入するこ 

と。 
    ４ 「用途地域」の欄には都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域を、「水域」の欄には条例 

別表第７ ４の部の付表の水域細区分の欄に掲げる水域を記入すること。 

    ５ 「業種①、作業の種類②」の欄の「①」には日本標準産業分類の中分類項目を記入すること。また、 

         「②」には条例別表第１に掲げる工場の種類を記入すること。 

    ６ 「100メートル以内の学校・病院等」とは、工場の敷地の境界線から100メートル以内の学校及び病院 

      並びに50メートル以内の保育所、診療所（患者を入院させるための施設を有するものに限る。）、図書館、 

特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園をいう。 

       ７ 「公害防止担当部課」の欄の「責任者氏名」には、公害防止管理者を置いている工場にあっては、公 

     害防止管理者の氏名を記入すること。 

                                                                          

千代田区丸の内一丁目２番３号 
東京印刷株式会社 
   代表取締役社長 江東 一郎 

５００万 

４．０ 



別紙（公害防止措置の概要）のとおり 

その２                                                                                             

   

  
敷 

地 

・ 

建 

物 

の 

状 

況 

敷 地 面 積         １ 変更後（設置）  １３１．４㎡ ２ 変更前         ㎡   

  建 物 の 配 置 等         △別紙（１ その１）のとおり   

  
建物の棟別用途 

・構造・面積等 

△別紙（１ その２）のとおり 
  

    

     

  
周 囲 の 状 況         △別紙（案内図）のとおり 

  

    

      

  の
状
況

施 

設 

機械 ・設備 等の施 設            △別紙（１その３）のとおり   

  構造・配置・使用方法 △別紙（５その１・その２、６、平面図）のとおり   

    動力用電力の合計 その他の電力の 総燃料油使用量 総用水量  取水方法 総排水量   

        （ｋＷ）   合計（ｋＷ）   （ℓ／日） （㎥／日）  （㎥／日）   

  １    ５４．５     ８．５    ７．０ 上水道 ６．８   

  ２        

  

工場で取り扱う有害 

ガ ス 又 は 有 害 物 質           

   

    

    

    

    

  

作 業 の 工 程 

別紙（作業工程表）のとおり 

  

    

    

    

    

  
屋外の作業  無 

  

    

  
公害防止措置の概要 

（一時的作業に伴う 

措置を含む。） 

  

騒音対策、汚水対策 

 振動対策、大気対策 

  

    

    

    

 
 

備考 １ 「建物の配置等」、「建物の棟別用途・構造・面積等」及び「機械・設備等の施設」の欄の別紙 
 

     は、それぞれ、施行規則別記第７号様式の別紙１その１、その２及びその３を使用すること。  

    ２ 「周囲の状況」の欄の別紙は、近隣の建物の用途、構造及び配置並びに道路の状況等を明らかにし  

     た図面とすること。  

    ３ 「構造・配置・使用方法」の欄の別紙は、施行規則別記第７号様式の別紙２から別紙７までのうち  

     該当する様式を使用すること。  

    ４ 「動力用電力の合計」から「総排水量」までの欄は、設置認可申請時には「１」欄のみ記入すること。  

    ５ 「動力用電力の合計」の欄には原動機の定格出力の合計を、「その他の電力の合計」の欄には電熱  

     用電力、電解用電力等、直接当該工場の作業の用に供する電力で動力用電力以外のものの合計を記入  

     すること。  

    ６ 「工場で取り扱う有害ガス又は有害物質」の欄には、条例別表第３ 有害ガスに掲げる物質又は別  

     表第４ 有害物質に掲げる物質のうち工場で取り扱っているものを記入すること。  

 



別紙１ その２                                                                                    

   
  

建物の棟別用途・構造・面積等 
  

  棟別 新既 用  途 階 数 構  造 建築面積 床面積 作業場面積   

  番号 の別    （㎡） （㎡） （㎡）   

  １ 新 工場・住宅 ２ 木造 ８７．４８ １６５．２４ ６３．１８   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  
合      計 ８７．４８ １６５．２４ ６３．１８ 

  

   

   

   

   

 

 



別紙１ その３                                                                                    
   
  

機械・設備等の施設 
  

  工場におけ 新既 種  類 公称能力 台 数 動力用電力 その他の電力   

  る施設番号 の別    （ｋＷ） （ｋＷ）   

       （原動機） （原動機以外）   

  １ 新 印刷機 ６０００枚/時 １ １１ ０     

  ２ 新 印刷機 ６５００枚/時 １ １３ ０     

  ３ 新 印刷機 ６０００枚/時 １ １４ ０     

  ４ 新 換気扇 ４５０ 
×４５０ １ ０ ４     

  ５ 新 排ガス処理施
設  １ ２ ２     

  ６ 新 自動現像機  １ ３ ５     

  ７ 新 乾燥機（ヒータ
ー） １．０×２．０ １   １ ０   

  ８ 新 乾燥機（赤外
線） １．３×１．３ １   ２ ０   

  ９ 新 焼付機 四六全才 １ ０ ８ ３ ０   

  １０ 新 水処理施設 塩ビ製 １ ０ ２     

  １１ 新 自動はく膜機 １．７×０．３
×０．２ １ ４ ５     

  １２ 新 塗布機 Φ１．８ 
×０．２ １ ４ ９ ２ ５   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  
合      計 １２ ５４ ５ ８ ５ 

  

   
 



別紙 作業工程表 
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別紙 公害防止措置の概要 

〈公害防止措置の概要〉 

◎ 騒音対策 

・ 下記建物構造により減少させる。 

    外壁：防音サイディング ｔ＝２５ 

    内壁：グラスウール ｔ＝５０、有孔ケイカル板 ｔ＝６ 

    窓、出入口はアルミサッシ（網入ガラス）二重窓とする。 

・ コンプレッサーは、地下ピットに収容する。 

・ エアコンを設置し、作業中は開口部を閉鎖する。 

◎ 振動対策 

印刷機の下に基礎コンクリート（W：９００×D：２，０００×H：７００）を打設し、防振ゴムを敷く。 

◎ 汚水対策 

製版工程で発生する汚水については、汚水処理装置にて中和処理を行い公共下水道へ放流、また

は、産廃業者へ処分委託する。 

◎ 大気対策 

印刷作業場の換気は、防音型換気ダクト付換気扇で屋外に排出する。また、製版作業時に発生す

る塩化水素については、水洗式の排気処理施設にて処理し、ダクトにて屋上から排出する。 



別紙５ その１ 

 汚水の発生施設の構造等  

  工 場 に お け る 施 設 番 号             １１ １２     

  種 類 ・ 名 称 ・ 型 式             自動はく膜機 塗布機     

  使用開始（予定）年月日 平成22年1月12日 平成22年1月12日     

  構 造 鉄及び塩ビ 鉄製     

  主 要 寸 法(ｍ) 1.2×1.3×1.0 1.8Φ×0.2     

  使 １日の使用時間・ 8時～18時 8時～18時     

  用 １月の使用日数 25日／月 25日／月     

  状 
 季節変動       無 無   

  

  況   

  原  種    類 ｼｭｳ酸過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 感光液（ﾉｰｸﾛｰﾑ）     

  材 使用量(1日あたり) 150ｇ 300ｇ     

  料  使用方法       水溶液 水溶液     

   通常 最大 通常 最大 通常 最大 通常 最大   

  排水量（㎥/日）           

   水素イオン濃度 

（pH） 

 
 

 
     

  

     

   生物化学的酸素要求量 

（㎎/ℓ） 
        

  

  汚   

   化学的酸素要求量 

（㎎/ℓ） 
        

  

     

  水 
浮遊物質量 

（㎎/ℓ） 
        

  

     

     

  の 外   観           

   臭   気           

    温度（℃）           

  水  
 (  )         

  

  そ 

   の 
 (  )         

  

   他   

  質 の 
 (  )         

  

   項   

   目 
 (  )         

  

       

   製品又は中間製品の取り出 

しに際しての廃液分離方法 
 

 
      

  

  

 備考 １ 「汚水の発生施設」とは、冷凍用冷却装置、ばい煙の洗浄装置、水質汚濁防止法施行令別表第１に  

 掲げる施設等をいう。  

 ２ 「汚水の水質」欄のうちの「その他の項目」の欄には、条例別表第７ ４の部(1)の表の(1)から(26)  

 までに掲げる各項目、同別表 ４の部(2)(ｱ)の表の(8)から(15)まで及び(17)の項目並びに窒素含有量  

 及び燐含有量のうち、汚水の発生施設から排出されるものをすべて記入すること。また、（ ）に  

 は、単位を記入すること。  

   

                                      

 

 

 

0.3～0.5 

8～9 

3～4 

6～7 

水洗いを行い乾燥させる 



別紙５ その２ 

汚 水 の 処 理 の 方 法 
処 理 施 設 の 工 場 に 
お け る 施 設 番 号 

６ １１ １２ 

処理する発生施設の 
工場における施設番号 

６ １１ １２ 

種 類 ・ 名 称 ・ 型 式 現像液 雑排水（水洗） 過マンガン酸 
使用開始(予定)年月日    
構        造    
主 要 寸 法 （ ｍ ）    
能 力 （ m 3 ／ 日 ）    
処 理 の 方 式 使用済液回収 汚水処理施設で処理 使用済液回収 

消
耗
資

材 

資 材 名    
用 途    
１ 日 の 使 用 量    

使
用
状

況 

１日の使用時間 
・１月の使用日数 

時～  時 
日／月 

時～  時 
日／月 

時～  時 
日／月 

季 節 変 動    
 処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 

通常 最大 通常 最大 通

常 
最大 通常 最大 通常 最大 通常 最大 

処

理

に

係

る

汚

水

量

・

水

質 

汚水量（m3／日）     5 10 5 10     
水素イオン濃度(pH)     3 5 6 8     
生物化学的酸素要求量（ｍｇ／ℓ）             
化学的酸素要求量（ｍｇ／ℓ）             
浮遊物質量（ｍｇ／ℓ）             

外 観             
臭 気             
温 度  （℃）             

その他の

項目 

（ ）             
（ ）             
（ ）             
（ ）             

各
排
水
口
の
汚
水
量
・
水
質 

番
号 

排
水
口 

 汚水量 
(m3/日) 

水素ｲｵ

ﾝ濃度 
(ｐＨ) 

生物化学的酸

素要求量 
(mg/ℓ) 

化学的酸素

要求量 
(mg/ℓ) 

浮遊物質

量(mg/ℓ) 

外

観 
臭

気 
温度 
(℃) 

その他の項目 
（ ） （ ） （ ） 

 通常 
最大 

5 
10 

6~8 
6~8 

         

 通常 
最大 

           

 通常 
最大 

           

 通常 
最大 

           

残 

さ 

種 類  
生 成 量 （ ｋ ｇ ／ 日 ）  

処 理 方 法 の 概 要  

 
備考 １ 「処理施設」とは、工場に設置されている施設であって、発生施設等から排出される汚水を処理するためのもの

をいう。 
２ 「処理に係る汚水量・水質」欄及び「各排水口の汚水量・水質」欄中の「その他の項目」の欄には、条例別表第

７ ４の部(1)の表の(1)から(26)までに掲げる各項目、同別表 ４の部(2)アの表の(8)から(15)まで及び(17)の項目

並びに窒素含有量及び燐含有量のうち、汚水の処理施設又は工場から排出されるものをすべて記入すること。また、

（ ）には、単位を記入すること。  
   ３ 「各排水口の汚水量・水質」欄には、工場の各排水口から排出される総汚水量及びその水質を記入すること。 

 
 

 



別紙６ 

 

騒音又は振動発生施設の構造等 
 

 

 工 場 に お け る 施 設 番 号               １ ２ ３ １２  

 

 

 種 類 ・ 名 称 ・ 型 式               
ｵﾌｾｯﾄ印刷機 

(ローゼット) 

ｵﾌｾｯﾄ印刷機 

(ハイデル) 

ｵﾌｾｯﾄ印刷機 

(ハイデル) 

塗布機 

(ボイラー) 
 

 

 

 公 称 能 力               
B版4色 

6000枚/時 

A版4色 

6500枚/時 

B版2色 

6000枚/時 
  

 

 

 数 1 1 1 1  

 

 

 使用開始（予定）年月日               平成22年1月 平成22年1月 平成22年1月 平成22年1月  

 

  使 １ 日 の 使 用 時 間 ・            8時～18時 8時～18時 8時～18時 8時～18時   

  用 １ 月 の 使 用 日 数            25日／月 25日／月 25日／月 25日／月   

  状 
季 節 変 動            無 無 無 無 

  

  況   

  

 騒音又は振動の防止の方法               

 

 

 

 

  

    

    

  

事  種 類 ライトバン    

  

  

業  用 途 営業用    

  

  

用  積 載 量          2.0t    

  

  

自  台 数 1    

  

  

動 １時間当たりの出入回数 2    

  

  

車 １日当たりの出入回数            10    

  

   

  備考 １ 「騒音又は振動発生施設」とは、金属圧延機械、プレス機械等騒音又は振動を発生する施設をい  

      う。  

      ２ 「騒音又は振動の防止の方法」欄には、消音器、つり基礎、遮音塀等騒音又は振動の防止に関し  

          て講ずる措置を記入すること。できる限り図面、表等を利用すること。  

                                                                         

 

 

(騒音)建物構造にて減少させる 
外壁:ﾓﾙﾀﾙ t=20m/m 
窓:ｱﾙﾐｻｯｼ 網入りｶﾞﾗｽ二重(騒音発生時閉鎖) 
（振動） 
印刷機下に基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打（W:900×D:2,000×H:700） 

機械下に防振ｺﾞﾑ(ｶﾞﾑﾛｯｸ 2 号)取付 

(騒音) 
ﾉｽﾞﾙ音及び回転音を

減 少 さ せ る た め

t=10m/m ﾍﾞﾆﾔ板及び

内面 GW 張の囲いを

設ける。 
(W:1.0xD:2.0xH:2.0) 



別紙 案内図 



別紙 1 その 1  

 



別紙 平面図 

 



別紙 立面図 

 



別紙 断面詳細図 



その他の法令について 

騒音、振動両規制法のほかに、公害関係法令をあげると以下のものがあります。 

詳細については各法令担当課等でおたずねください。 

 

○ 都市計画法・建築基準法 

都市計画法により地域ごとに用途を指定し、建築基準法によりこれらの地域における建築物の

立地を制限しています。 

工場を新設または増設する場合、業種によっては設置できないことがありますので、認可申請

に先立って適地であるか否か確認してください。 

 

江東区役所都市整備部建築課 建築係 電話 03-3647-9743 

 

○ 下水道法 

工場事業場から公共用水域へ汚水を排出する場合は規制をうけます。 

 

東京都下水道局東部第一下水道事務所 電話 03-3645-9643 

 

○ 新木場 1～3 丁目及び辰巳 3 丁目地区における廃棄物処理施設の立地規制 

上記地区に工場を立地する場合は制限をうける場合があります。 

 

江東区役所都市整備部都市計画課 都市計画担当 電話 03-3647-9454 

 

○ 環境影響評価条例 

敷地面積 9,000 ㎡または建築面積の合計が 3,000 ㎡以上の工場設置、変更認可の場合は規制

をうけます。 

 

東京都環境局総務部環境政策課 環境アセスメント担当 電話 03-5388-3406 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出及び問合せ先 

江東区環境清掃部環境保全課指導係 

〒135-8383 江東区東陽 4-11-28 

電話 （3647）6147 FAX （5617）5737 


